
指　標 現状値 目標値
（令和3年度） （令和9年度）

●●● 令和９年度の目標値 ●●●

久喜警察署・幸手警察署管内の再犯者率 46.5%
（令和2年）

45.0%
（令和8年）

市内協力雇用主数 9社
（令和3年）

11社
（令和9年）

評価項目の内容 現状値 目標値
（令和3年度） （令和9年度）

●●● 進捗状況を把握するための評価項目 ●●●

13.7% 30%
社会を明るくする運動という言葉や内容を
「知っている」市民の割合

計画推進のために
第５章

１．計画推進を目指すための取り組み
２．計画の周知及び普及啓発
３．計画の進行管理
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　日頃からの挨拶や声かけによる交流を通じて、顔見知りの関係を築くなど、地域
住民の気にかけ合う関係性が生じ広がっていくこと、また、地域で起こる課題を「我
が事」として捉え、地域住民自らが解決に向けて協力し合うことを目指します。

　市民に最も身近な組織である区長会や自治会、地区コミュニティ協議会等の地域
団体については、市民が地域活動に参加するきっかけづくりとしての役割を担いま
す。
　市民の身近な相談相手となり、重要な地域福祉の担い手でもある民生委員・児童
委員については、これからも地域住民から寄せられる様々な困りごと等について耳
を傾け、支援機関等につなぐ役割を担います。
　さらに、ボランティアや市民活動団体等の関係団体については、地域福祉への貢
献、地域包括支援センター等の関係機関については、地域や行政との連携を強化す
ることを目指します。

　市は、全庁的な体制のもと、福祉分野をはじめ様々な分野の団体や機関と連携し、
協力体制を図りながら本計画の施策を実施し、地域福祉の推進に努めます。

　社会福祉協議会は、地域福祉推進の中核を担う組織として、地域住民や地域にお
ける福祉関係者、関係機関、関係団体等と連携し、地域福祉の推進に努めます。

　市及び社会福祉協議会は、本計画で示した取り組みと方向性について、計画の概
要版や広報紙、ホームページなどにより公表し、市民への周知啓発に取り組みます。
　また、より普及を図るため、出前講座やホームページなどを通じて、具体的な取
り組みや活動事例などを紹介します。

　効果的かつ効率的に地域福祉を推進するために、ＰＤＣＡサイクル（Ｐｌａｎ：
計画、 Ｄｏ：実行、Ｃｈｅｃｋ：点検・評価、Ａｃｔｉｏｎ：改善）を確立し、計
画の進行管理と点検を行います。
　計画を推進及び進行管理するための体制として、本市の附属機関である「久喜市健
康福祉推進委員会」及び庁内会議の「久喜市地域福祉計画推進会議」、社会福祉協議
会が設置する「久喜市社会福祉協議会地域福祉活動計画策定推進会議」において、年
度ごとに計画の進捗状況を把握、検証するとともに、取り組みを評価します。
　また、社会環境や制度の変更などの際には必要に応じて、見直し等を図っていき
ます。

計画推進を目指すための取り組み1
計画の周知及び普及啓発2

計画の進行管理3

計画推進のために計画推進のために第５章

（１）市民の取り組み（１）市民の取り組み

（２）地域団体、関係団体、関係機関等の取り組み（２）地域団体、関係団体、関係機関等の取り組み

（３）市の役割（３）市の役割

（４）社会福祉協議会の役割（４）社会福祉協議会の役割

Ｐｌａｎ（計画）

計画を策定・見直し

Ｄｏ（実行）

事業の実施

Ａｃｔｉｏｎ（改善）

推進方法の見直し・改善
新たな取り組みの検討

Ｃｈｅｃｋ
（点検・評価）

取り組み状況の評価
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